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１ 　 　 大綱の策定につい て１ 　 　 大綱の策定につい て

（ １ ） 大綱の位置づけ

富山市教育大綱は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１ 条の３ 第１ 項の規定に基

づき策定する、 本市教育の振興に関する総合的な施策の「 基本的な方針」 と なるも のです。

大綱の策定にあたっ ては、 国の第４ 期教育振興基本計画を参酌し 、「 富山市総合計画」 の分

野別計画と 位置づけている「 富山市教育振興基本計画」 と の整合性、 連動性を図るこ と と し て

います。

今回策定する大綱の対象と する期間は、「 令和６ 年度から 令和１ ０ 年度までのおおむね５ 年

間」 と し ます。

大綱の「 基本的な方針」 については、教育目標及び「 ４ の基本的な方向」 と「 1 6 の基本施策」

により 構成し ています。
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（ ３ ） 大綱の構成
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（ １ ） 未来を切り 拓く 子ども の育成

子ども たち が自ら 課題を 見つけ、 よ り よ く 問題を 解決する 資質や能力、 自ら を 律し

つつ他人を思いやる 心や感動する 心などの豊かな人間性、 たく まし く 生き るための健

康や体力などを育み、 社会で生き る実践力を高める教育が行われているこ と

①主体性のある子ども の育成

・ 主体的な学びやイ エナプラ ン 的教育に関する教職員研修や授業実践等を 推進する

こ と で、 子ども の主体性や協調性を 育むと と も に、 非認知能力の向上を図り ます。

・「 社会に学ぶ『 1 4 歳の挑戦』」 事業などのキャ リ ア教育の推進を 通し て、 子ども

たち が規範意識や社会性を 高めながら 、 自ら の個性や課題を 理解し 、 自己の人生

を切り 拓いていく 力の育成を 図り ます。

②確かな学力の定着

・ 全国学力・ 学習状況調査の結果分析によ る 教育指導の検証、 小・ 中学校の連携に

よる 学力向上の推進、 理科教育の充実などを 通し て、 子ども たち 一人ひと り の学

習意欲を向上さ せ、主体的に学習に取り 組むこ と で、確かな学力の定着を図り ます。

③豊かな心の育成

・ 子ども たちや教職員の一層の人権意識の高揚を 図り 、 いじ めや暴力行為、 児童虐

待の未然防止に取り 組みます。 特にいじ め防止に関し ては、 一人ひと り がお互い

を 多様な存在と し て認め、 いじ めを し ない態度や能力を 身に付けるよ う 、 人権教

育などの教育活動に取り 組みます。

２ 　 　 基本的な 方針２ 　 　 基本的な 方針

〇教育目標

〇基本的な方向及び基本施策

自立と 公共の精神を 重んじ て教育の高揚を 図り 、 新たな時代を拓く 心豊かな

市民を育む

１ 　 志をかかげ、 知性をみがき 、 実践力を 高める

２ 　 我が国と 郷土を愛し 、 自然に学び、 芸術・ 文化に親し む豊かな情操を養う

３ 　 健やかでたく まし い心と 体を備える
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・ 道徳教育の推進、 自然体験活動等の充実によ る豊かな体験を 通し た実感を 伴う 学

習を 進める こ と により 、 規範意識や公共心を 身に付け、 命を 尊び、 他者を 思いや

り 支え合う 心、 感動する心を持っ た豊かな人間性を 育みます。

・ 学校図書の整備や学校司書の配置を 通し て、 子ども たち が図書に親し む機会の充

実を図り 、 豊かな心や想像力、 確かな知識を 育みます。

④健やかな体の育成

・ 運動習慣の定着によ る 体力の向上や食育指導の充実によ る食に関する 理解を 促進

する と と も に、 生活習慣病の予防を 図る こ と により 、 子ども たち の健やかな体を

育成し ます。

　

⑤現代的・ 社会的課題に対応し た学習等の充実

・「 SD G s 未来都市」 の一員と し て、 資源の有限性や環境破壊、 貧困問題等を 自ら

の問題と し て認識し 、 持続可能な社会の実現に向けて取り 組むための教育（ ESD ）

を 推進し ます。 また、 SD Gs が掲げる 様々な課題に関する 問題解決的な学習を 通

し て、 子ども が自ら 考え、 実践する力を育みます。

　 　

（ ２ ） 多様な学びの場の提供及び質の高い学校教育環境の整備

子ども たちが、 安心・ 安全で質の高い教育環境のも と で教育を受けら れているこ と

①多様な教育ニーズ及び支援を必要と する子ども への対応

・ スク ールカ ウン セラ ーやスク ールソ ーシャ ルワーカ ー等の専門的な相談員を 配置

し 、 いじ め等の未然防止及び早期発見・ 即時対応に取り 組みます。

・ データ 分析等により 不登校の未然防止を 図る と と も に、 適応指導教室の運営や学

びの多様化学校の設置検討を通し て、 不登校児童生徒への支援の充実を図り ます。

・ 特別な支援を 必要と する 子ども やその保護者に対し て、 情報提供や相談会等を 実

施する と と も に、 関係機関と の連携や教員に対する 研修の実施を 通し て、 特別支

援教育の充実を図り ます。

②教員の資質能力向上と 学校の働き 方改革の推進

・ 優れた教育理念や指導技術の継承、 今日的な教育課題に対応し た実践力や指導技

術の向上など、教職員研修のさ ら なる充実を通し て、教員の資質の向上を図り ます。

・ ICT を 効果的に活用し 、 授業の質を 向上さ せると と も に、 校務支援システム等の

活用を通し て、 校務の効率化や教職員の負担軽減を 図り ます。

・ 教員の負担を 軽減する ため、 学習補助員や部活動指導員の配置を 行う と と も に、

部活動の地域移行についても 検証し ていき ます。 また、 各学校における 教員の勤

務実態を把握し 、 業務の縮減や効率化を図り ます。
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③Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た教育環境の整備

・「 教育の情報化」 を 目指し 、 学校における ICT 環境の整備を 推進し ま す。 ま た、

児童生徒への支援の充実と 個別最適な学びを 実現するため、 一人１ 台端末から 生

成さ れる教育データ を利活用し ます。

④家庭の経済状況や地理的条件への対応

・ 経済的困難を 抱える 家庭に対する就学援助や、 学校の統合等により 、 遠距離通学

を する 児童生徒に対する通学支援を 通し て、 すべての子ども が安心し て教育を 受

けら れる環境の整備を図り ます。

⑤学びの質を 保障するための学校再編の推進

・ 小・ 中学校の再編による 学校規模の適正化や幼稚園の適正配置を 通し て、 子ども

たち の学びの質的向上に努めます。 また、 小・ 中学校が連携し 継続的な指導を 推

進するこ と により 、 学びの一体化を図り ます。

⑥安心・ 安全な学校教育環境の整備

・ 学校施設については、 老朽化し た施設の更新や特別教室への空調設備の設置、 さ

ら には学校の建物の機能や性能を、社会的要求水準まで引き 上げる「 長寿命化改修」

等を 行う こ と によ り 、 全ての児童生徒等にと っ て安全で快適な教育環境を 創出し

ます。

（ ３ ） 保護者や地域と の連携・ 協働による教育力の向上

子ども たち が、 学校・ 家庭・ 地域の連携・ 協働のも と 、 基本的な生活習慣や社会性

を身に付け、 豊かな人間性を育んでいるこ と

①学校（ 園）・ 家庭・ 地域と の連携・ 協働と 開かれた学校づく り

・ コ ミ ュ ニティ ・ スク ールのさ ら なる 充実や子ども かがやき 教室等の地域ぐ る みの

健全育成の推進を 通し て、 学校・ 家庭・ 地域の連携・ 協働を 進めます。 また、 子

ども の望まし い生活習慣の定着に向けた取組や、 教育に対する 理解醸成のための

広報・ 啓発活動を推進し ます。

②家庭における教育力の向上

・ 親子サーク ルや親学び講座を 実施する と と も に、 子ども たち が心身と も に健やか

に成長でき るよ う 、 学校・ 家庭・ 地域の連携を 強め、 家庭における 教育力の向上

を図り ます。 また、 子ども の読書習慣を身に付けるための取組を推進し ます。



5

（ ４ ） 生涯を通じ た教育の充実と 文化遺産等の保全・ 活用

刻々と 変化する 社会に対応し ていく ために、 必要な知識やスキルを、 市民が生涯を

通じ て、 身につけていけるこ と

市民全体が、 ふる さ と の自然、 歴史、 文化等について学び、 豊かな情操が養われて

いるこ と

①高等教育及び生涯学習活動の充実

・ 富山外国語専門学校では、 外国語を 学びたい人がその種類やそれぞれの程度に応

じ て講座を選んで学習でき る環境の充実を図り ます。

・ 富山ガラ ス造形研究所では、 ガラ スアート に関する専門的知識及び技術の学習に

より 、 ガラ ス造形制作者と し て、 有能な人材を育成し ます。

・ 地域の特性を 活かし た公民館活動やふる さ と づく り 事業を 通し て、 人と 人の絆を

大切にし た心豊かな地域社会を 形成する と と も に、 地域や郷土への理解の促進を

図り ます。

・ 人生 1 0 0 年時代を 見据え、 壮年期を 迎えた市民に対し 、 学び直し の一環と し て、

自己啓発の機会促進を図り ます。

②生涯学習活動拠点の充実

・ 市民にと っ て最も 身近な学びや文化活動及び交流の場である 市立公民館を 安全・

快適に利用し ても ら う ため、 老朽施設の改築を進めます。

・ 図書館については、「 知を深める図書館」 をキーワード に、 一層の機能強化を進め

ながら 、 市民が集い憩える文化情報拠点と し ての充実を図り ます。

　 また、 ガラ ス美術館と の連携を深めると と も に、 図書館交流事業の充実を通し て、

市民の知的好奇心を 満たす空間を創出し ます。

・ 人文系博物館については、 常設展に加え、 特別展や企画展、 普及活動の開催等を

通し て、 郷土の歴史・ 民俗・ 美術・ 科学に対する 市民の理解や関心を 深め、 文化

や教養の向上を図り ます。

・ 科学博物館については、 特別展や企画展、 実験教室等の充実によ り 、 市民の知的

好奇心や探求心を 刺激する と と も に、 常設展示の更新や天体観察機能の再構築を

推進するこ と により 、 学習支援や市民生活の向上を 図り ます。

・「 ガラ スの街と やま」 の中核施設であるガラ ス美術館から 、 ガラ ス芸術が持つ魅力

と 可能性を 国内外に発信し ます。 また、 中心市街地に位置する ため、 文化芸術の

拠点と し てだけなく 、 まちなかの魅力創出の役割も 担います。

③文化遺産等の保全・ 活用

・ 国指定重要文化財等歴史的建造物の保存・ 活用等を 図り 、 地域の歴史文化に対す

る市民の理解や関心を深め、 文化財の次世代への継承につなげます。

・ 史跡安田城跡の価値や魅力を継承するための再整備事業を行います。 …
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